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1取引の関係甍から請求があったとき、えは重要事項説明のときは、本証を提示すること。

π講酷麟罷錘葬哲毬露畢筆概 ぽを
1納
市在

,
S本証を療新する場合は、交付申綸前6月 以内に行われる都道府県知事が指定する
講習を受講すること。           ´


